特定施設の構造等変更届出について

１．根拠法令
　　下水道法第１２条の４

２．提　出　先
釜石市大平町４丁目２番２０号　釜石市　建設部　下水道課　下水道係
電　話（０１９３）２２－１０６１
ＦＡＸ（０１９３）２２－３８１０
３．提出部数
２　部　（正本及び副本として）

４．提出期限
変更届出：変更工事着手予定年月日の60日前まで

５．必要添付書類
１）別紙（様式）
２）『工場又は事業場の附近見取図』、『特定施設・汚水処理施設の配置図』及び『事業場内給排水図』
３）特定施設の構造概要図　　（使用機器・薬品等のカタログ等があれば添付のこと）
４）汚水等の処理の系統の概要図
５）汚水処理施設の構造概要図（汚水処理施設がある場合のみ添付）
６）改造等変更説明書（変更理由、変更概要、変更履歴表、生産能力比較表、排水処理能力比
　　較表、変更箇所の比較図面、等をとりまとめたもの）

６．問い合わせ
　　上記提出先まで

７．そ　の　他
・届出書の備考をよく読んで、記入して下さい
・別紙１㌻～３㌻は特定施設について記入
・別紙４㌻～６㌻は処理施設について記入
・別紙７㌻は工場・事業場で使用するすべての水について記入
・郵送による届出を行う場合は、「到着日＝提出日」となることから、余裕を持って送付するようご注意願います

様式第八（第十条関係）

特定施設の構造等変更届出書

年　　月　　日
公共下水道管理者
釜石市長　　　殿

〒
申請者　住　　所
電話番号
氏名又は名称及び法人に
あってはその代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（担当者　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　）


下水道法第12条の４（下水道法第25条の30第１項において準用する同法第12条の４）の規定により、特定施設の構造等の変更について、次のとおり届け出ます。

	工事又は事業場の名称
	
	※整理番号
	
	

	工事又は事業場の所在地
	
	※受理年月日
	年　　月　　日
	

	特定施設の種類
	
	※施設番号
	
	

	△特定施設の構造（特定施設の使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統）
	別紙のとおり。
	※審査結果
	
	

	
	
	※備　　　考
	
	

	
	
	
	
	


備考
　１．△印の欄の記載については，別紙によることとし，かつ，できる限り，図面，表等を利用
　　　　すること。
　　　２．※印の欄には，記載しないこと。
３．変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照されるものとすること。
４．届出書及び別紙の用紙の大きさは，図面，表等やむを得ないものを除き，日本工業規格
　　　　Ａ４とすること。
